
関東学院大学理工学部履修規程 
（２０１３年３月１４日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、関東学院大学学則（以下「学則」という。）に基づき、理工学部（以下「学部」

という。）における履修に関し、必要な事項を定める。 

２ 学部における学修については、学則によるほか入学年度の本履修規程によることを原則とする。 

 （授業科目の区分） 

第２条 授業科目は、共通科目及び専門科目で構成し、開設する授業科目及び単位は授業科目配当表

の定めるところとする。 

２ 共通科目は、教養科目、保健体育科目及び外国語科目に区分する。 

３ 専門科目は、専門基幹科目、専門基礎科目及び専門応用科目に区分する。 

 （授業科目の必選別） 

第３条 授業科目は、必修科目、選択必修科目及び選択科目に区別する。 

２ 必修科目は、必ず履修しなければならない。 

３ 選択必修科目は、選択のうえ履修しなければならない。 

４ 選択科目は、任意に選択して履修することができる。 

 （単位） 

第４条 授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容をもって構成す 

 ることを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考 

 慮して、おおむね１５時間から４５時間までの範囲で別に定める時間の授業をもって１単位とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業研究等の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単 

 位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要な学修等を考慮して単位数を定める 

 ものとする。 

 （履修登録の提出） 

第５条 学生は、その年度に履修しようとするすべての授業科目を「履修登録届用紙」又は「Ｗｅｂ

履修システム」を用いて、所定の期日までに登録を完了しなければならない。 

２ 所定の期日を超えて授業科目を追加登録又は変更登録することは、第８条を除き原則として認め

ない。 

 （履修登録単位数の上限） 

第６条 各学期で履修登録できる単位数の合計は、春学期２４単位及び秋学期２４単位を超えてはな 

 らない。ただし、別に定める科目及び諸課程等開講科目の単位数は、これに含めない。 

 （履修未登録科目の無効） 

第７条 履修登録をしていない授業科目は、受講して試験を受けても無効となる。 

 （履修登録科目の変更） 

第８条 秋学期の始めに期日を定め、履修登録科目の変更の受け付けを行う。ただし、学部が指定す

る授業科目は除く。 

２ 前項の所定の期日を超えて履修登録科目を変更することは、原則として認めない。 

 （履修登録の締切日） 

第９条 所定の履修登録締切日を超えてからの履修登録は、原則として認めない。ただし、履修登録

遅延の理由について、理工学部長がやむを得ないと認めた場合に限り、履修登録を認めることがあ

る。 

２ 前項ただし書きの場合でも、春学期及び秋学期のそれぞれの全授業期間の３分の１を経過したと

きは認めることができない。 

（履修登録の取消し） 

第１０条 学部が指定する授業科目を除き、春学期及び秋学期に期日を定めて履修登録科目の取消し

を申請することができる。ただし、履修登録取消しをした授業科目の代わりに新たに授業科目を履

修登録することはできない。 

 （クラス指定科目の履修） 

第１１条 クラス指定のある授業科目は、指定クラス以外で履修することは、原則として認めない。 

 ただし、再履修の場合は、第１３条第２項による。 

 （配当セメスターの履修制限） 

第１２条 上級セメスターに配当されている授業科目を、下級セメスターの学生が履修することはで

きない。 



 （不合格科目の再履修） 

第１３条 成績評価が不合格となった授業科目を再履修する場合は、改めて履修登録をしなければな

らない。 

２ 再履修におけるクラス選定は、原則として任意であるが、特に指定することがある。 

 （重複履修登録の禁止） 

第１４条 同一授業時間に２科目以上の授業科目を重複して履修登録することは認めない。 

 （履修登録人数制限） 

第１５条 学部が指定する授業科目に限り、履修登録人数を制限することがある。この場合は、履修

登録以前の指定日時に予備登録をしなければならない。 

 （単位の認定） 

第１６条 履修登録科目の単位認定は、別に定める「関東学院大学試験規程」に基づき、試験によっ

て行う。ただし、授業期間中の成績をもって試験に代えることがある。 

２ 出席回数が、授業日数の３分の２を満たさない場合は、その授業科目を不可とすることがある。 

３ 一度修得した授業科目は、単位を取消すこと及び再履修することができない。 

 （成績の評価） 

第１７条 試験の成績は、「秀（Ｓ）」「優（Ａ）」「良（Ｂ）」「可（Ｃ）」及び「不可（Ｆ）」の評語を 

 もって表し、「可」以上を合格として単位の修得を認める。  

 （ＧＰＡの算出） 

第１８条 ＧＰＡは、成績評価の評語のうち、「秀」を４、「優」を３、「良」を２、「可」を１、「不可」 

を０に換算した数値をそれぞれの評価点とし、各授業科目の評価点にその単位数を乗じて得た数値

の合計を履修登録科目の総単位数で除して算出する。 

２ 前項の算出においては、成績評価の評語が「認」、「合」の科目、第３２条第２項に定める科目を

除く諸課程開講科目及び第１０条に該当する科目の単位数は含めない。 

（成績の質問） 

第１９条 学期始めに配付される成績表の記載事項に疑問のある場合は、速やかに教務課へ申し出る

ものとする。ただし、申し出の期限は、成績表配付の日（履修指導の日）から２週間以内とする。 

（卒業研究Ⅰの履修資格） 

第２０条 卒業研究Ⅰの履修資格は、第７セメスターあるいはそれ以降のセメスター開始時に９８単

位以上修得済みであること。ただし、第３２条第２項に定める科目を除き、諸課程等開講科目の単

位数は、これに含めない。また、各学系が指定するところにより、特定の授業科目の単位修得を条

件に付加することがある。 

 （卒業研究Ⅱの履修資格） 

第２１条 卒業研究Ⅱの履修資格は、卒業研究Ⅰを修得済みであること。 

（卒業の要件） 

第２２条 ４年（８セメスター）以上在学し、別表第１から第９に定める卒業要件のとおり、卒業に

必要な所定の単位数を満たし、合計１２４単位以上を修得した者には、理工学部教授会の議を経て

卒業と認め、関東学院大学学位規則の定めるところにより学士の学位を授与する。この場合におい

て、 自由科目の単位は、卒業要件に算入することはできない。 
２ 学則第９条の２第２項に規定する授業の方法により修得した単位については、６０単位を超えな

いものとし、超えた場合は自由科目とする。 

（他学部の履修） 

第２３条 他学部が指定する他学部の授業科目を履修するときは、「Ｗｅｂ履修システム」又は「履修

登録変更届」を用いて、所定の期日までに登録を完了すること。なお、指定されていない授業科目

を履修する場合には、所定の他学部受講願を教務課に提出して他学部の許可を得なければならない。 

２ 他学部で修得した授業科目の単位は、所定の基準によって、学部の単位として認定する。 

（副専攻課程の受講等） 

第２４条 学部の学生は、他学部が設置する副専攻課程を受講し、当該副専攻課程に設けられる授業

科目を履修することができる。 

２ 副専攻課程で修得した単位は、学部が指定する基準に基づき、学部の単位として認定する。 

 （復学・転部及び再入学生の履修） 

第２５条 休学者が復学するときの履修については、原則として入学年度の履修規程を適用する。 

２ 転部生又は再入学生の履修については、原則として転入又は再入学年次の履修規程を適用する。 

 （編入学生の履修） 



第２６条 編入学生の履修については、編入学年次の履修規程による。 

 （編入学生の既修得単位の認定） 

第２７条 編入学生が、編入学前に学校等で修得した単位（科目等履修生等として修得した単位を含

む。）は、一定の基準により学部の単位に換算し、これを認定する。 

 （他の大学における授業科目の履修等） 

第２８条 横浜市内大学間単位互換協定大学で、単位互換履修生として授業科目を履修し修得した単 

 位については、６０単位を超えない範囲で学部の単位として認めることがある。 

２ 前項のうち、学部が卒業要件として認める自主選択学修の単位数を上限とし、自主選択学修の単

位として卒業要件に算入できる。 

 （大学以外の教育施設等における学修） 

第２９条 文部科学大臣の定めるところにより、技能審査等の認定評価については、別に定める一覧

表及び認定基準に基づき、学部の履修科目として単位認定することがある。 

２ 前項の認定単位は、前条に定める単位と合わせて６０単位を超えることができない。 

 （新入生の既修得単位の認定） 

第３０条 大学又は短期大学を卒業又は中途退学した学生、若しくは科目等履修生が、新たに学部の 

 第１年次に入学した場合の既修得単位は、第２８条及び前条に定める単位と合わせて６０単位を 

超えない範囲で、学部の単位として認定することがある。 

２ 関東学院大学と教育交流を行う高等学校の生徒が、本学特別履修生として修得した科目は、単位

を認定することがある。 

３ 第１項及び第２項の単位の認定は、入学年度の４月に行う。 

４ 単位の認定を希望する者は履修登録提出日までに教務課に申し出なければならない。 

 （留学により修得した単位の認定） 

第３１条 学生が、別に定める「学生の外国留学に関する規程」に基づき、留学により修得した単位 

 は、学部の単位として認定することがある。 

２ 前項の認定単位は、第２８条、第２９条及び第３０条に定める単位と合わせて６０単位を超える 

 ことができない。 

 （教職課程の授業科目） 

第３２条 教育職員免許法に基づく教職課程の授業科目の履修については、別に定めるところによる。 

２ 教職課程開講科目（教職に関する科目）の単位は、各教科の指導法（情報通信技術の活用を含む。）

の科目に限り、卒業の要件を満たすための単位として認める。 

 （図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程の授業科目） 

第３３条 図書館法及び学校図書館法に基づく図書館司書課程及び学校図書館司書教諭課程の授業科 

 目の履修については、別に定めるところによる。 

２ 前項に定める授業科目は、卒業の要件を満たすための単位としては認めない。 

 （規程の改廃） 

第３４条 この規程の改廃は、理工学部教授会の議を経て、学長が行う。 

   附 則 

 この規程は、２０１３年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、２０１４年１月２９日に改正し、２０１４年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、２０１５年３月２６日から改正施行する。 

改正後の第２条、第１６条及び第２２条の規定は、２０１３年４月１日から適用する。 

   附 則 

この規程は、２０１６年１月２９日から改正施行する。 

 改正後の第６条の規定は、２０１３年４月１日から適用する。 

   附 則 

 この規程は、２０１６年３月２５日に改正し、２０１６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この規程は、２０１６年４月１４日から改正施行する。 

   附 則 

 この規程は、２０１７年３月２３日に改正し、２０１７年４月１日から施行する。 

  附 則 



この規程は、２０２１年３月３０日に改正し、２０２１年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この規程は、２０２３年７月１３日から改正施行する。 

２ 改正後の第２２条第２項の規定は、２０２２年４月１日から適用する。 

３ 改正後の別表第１の規定は２０２３年４月１日から適用する。 

  附 則 

この規程は、２０２４年３月２９日に改正し、２０２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、２０２４年１２月６日に改正し、２０２４年４月１日から施行する。 

  附 則 

１ この規程は、２０２５年４月１日から改正施行する。 

２ 改正後の第１８条第２項、第２０条および第３２条第２項の規定は、２０２０年４月１日から 

 適用する。 


